
再整備が予定されている村岡公民館

下水道経営の財政課題解決のため、下水道使用料の見直しを行う

【
施
行
日
】
公
布
の
日
。
た
だ

し
、
下
水
道
使
用
料
改
定
規
定

は
令
和
５
年
７
月
１
日

〈
主
な
質
問
と
答
弁
〉

質
問    

下
水
道
条
例
の
一
部
改

正
を
、
一
般
会
計
か
ら
の
補
塡

や
、
従
量
制
で
掛
け
て
い
る
部

分
の
累
進
度
を
引
き
上
げ
る
な

ど
の
対
策
を
行
う
こ
と
で
平
均

改
定
率
12
・
５
％
か
ら
引
き
下

げ
る
こ
と
を
検
討
し
た
の
か
聞

き
た
い
。

答
弁    

平
均
改
定
率
12
・
５
％

は
、
汚
水
私
費
、
雨
水
公
費
の

　

こ
の
議
案
は
、
藤
沢
市
下
水

道
条
例
に
つ
い
て
、
策
定
を
進

め
て
い
る
、
ふ
じ
さ
わ
下
水
道

中
期
経
営
計
画
に
お
け
る
財
政

課
題
の
解
決
に
向
け
た
下
水
道

使
用
料
の
改
定
、
地
下
水
等
を

使
用
し
て
い
る
世
帯
の
下
水
道

使
用
料
の
算
出
方
法
の
変
更
、

及
び
下
水
道
法
の
改
正
に
よ
る

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
整
備
計
画

の
認
定
制
度
の
新
設
に
伴
い
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

【
条
例
の
主
な
内
容
】

・
下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

諮
問
に
対
す
る
審
議
会
か
ら
の

答
申
及
び
附
帯
意
見
に
沿
い
、

平
均
改
定
率
に
つ
い
て
は
12
・

７
％
か
ら
12
・
５
％
に
抑
え
、

　

こ
の
議
案
は
、
村
岡
公
民
館

等
再
整
備
を
行
う
た
め
、
藤
沢

市
土
地
開
発
公
社
が
先
行
取
得

し
た
土
地
を
取
得
す
る
も
の
。

【
取
得
す
る
財
産
】
藤
沢
市
村

岡
東
一
丁
目
５
番
12
ほ
か
１
筆　

　

５
５
７
５
・
85
平
方
メ
ー
ト

下
水
道
条
例
の
一
部
改
正

令
和
５
年
７
月
に
使
用
料
を
見
直
し

持
続
的
・
安
定
的
な
収
入
を
確
保
す
る

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

の
推
薦
に
同
意

　

藤
沢
市
域
の
人
権
擁
護

委
員
の
３
人
が
、
令
和
５

年
３
月
31
日
を
も
っ
て
任

期
満
了
と
な
る
た
め
、
候

補
者
を
推
薦
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
議
会
の
意
見
を

求
め
る
も
の
。

　

議
会
は
こ
れ
に
同
意
し

た
。

　

任
期
は
５
年
４
月
１
日

か
ら
８
年
３
月
31
日
ま
で

の
３
年
間
。

・
坂
根
隆
志
氏
（
再
推
薦
、

藤
沢
市
在
住
）

・
成
島
桂
子
氏
（
再
推
薦
、

藤
沢
市
在
住
）

・
板
原
直
枝
氏
（
新
規
推

薦
、
藤
沢
市
在
住
）

改
定
時
期
に
つ
い
て
は
令
和
５

年
４
月
か
ら
７
月
に
変
更
し
て
、

可
能
な
限
り
市
民
負
担
を
軽
減

し
な
が
ら
見
直
し
を
行
う
。
基

本
使
用
料
は
16
・
６
％
、
従
量

使
用
料
は
、
約
11
％
の
割
合
で

値
上
げ
を
行
う
も
の
。

・
上
下
水
道
と
地
下
水
道
を
併

用
す
る
場
合
の
下
水
道
使
用
料

の
算
出
水
量
を
変
更
し
、
負
担

を
軽
減
す
る
も
の
。

・
下
水
道
法
改
正
に
よ
り
、
民

間
事
業
者
等
が
設
置
及
び
管
理

す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
を
対

象
と
し
た
雨
水
貯
留
浸
透
施
設

整
備
計
画
の
認
定
制
度
が
新
規

に
創
設
さ
れ
た
た
め
、
排
水
設

備
の
計
画
の
確
認
や
、
新
設
等

工
事
の
施
工
な
ど
に
関
す
る
条

例
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

負
担
原
則
に
基
づ
き
、
市
の
規

定
で
定
め
た
一
般
会
計
と
の
負

担
区
分
に
よ
り
適
正
に
算
出
し

て
い
る
。
一
般
会
計
か
ら
の
補

塡
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
を
使

用
し
て
い
な
い
方
か
ら
の
税
金

を
下
水
道
事
業
に
使
用
す
る
た

め
、
公
平
性
の
点
で
課
題
が
あ

る
と
捉
え
て
い
る
。
地
方
公
営

企
業
と
し
て
の
独
立
採
算
制
の

原
則
か
ら
も
、
一
般
会
計
に
依

存
せ
ず
、
下
水
道
使
用
料
の
引

上
げ
に
伴
う
条
例
改
正
を
お
願

い
し
て
い
る
。　

　

累
進
度
の
検
討
に
つ
い
て
は
、

工
場
や
商
業
施
設
か
ら
の
排
水

で
あ
る
特
定
汚
水
は
今
後
減
少

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、

特
定
汚
水
か
ら
の
収
入
に
依
存

し
た
累
進
度
が
高
い
使
用
料
体

系
で
は
、
経
営
的
に
リ
ス
ク
が

あ
る
。
持
続
的
か
つ
安
定
的
に

収
入
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

基
本
使
用
料
に
よ
る
収
入
を
よ

り
多
く
確
保
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
固
定
費
算
入
率
を
40
％

と
し
、
基
本
使
用
料
の
割
合
を

引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

　

障
が
い
者
、
児
童
扶
養
手
当

受
給
世
帯
等
に
対
し
て
は
、
現

在
の
減
免
制
度
を
継
続
す
る
こ

と
で
一
定
の
配
慮
を
図
っ
て
い

く
。

質
問    

物
価
高
の
影
響
下
に
お

い
て
市
民
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
一
般
会
計
の
振
り
分
け
を

含
め
た
政
策
的
判
断
が
必
要
と

考
え
る
が
、
市
の
見
解
を
聞
き

た
い
。

答
弁    

料
金
改
定
に
当
た
っ
て

は
、
公
営
企
業
の
独
立
採
算
と

い
う
観
点
か
ら
、
引
上
げ
率
の

縮
減
及
び
改
定
期
日
の
先
送
り

に
よ
り
、
下
水
道
事
業
会
計
に

お
け
る
政
策
的
な
配
慮
を
行
っ

た
。
光
熱
水
費
な
ど
諸
物
価
高

騰
に
対
し
て
は
、
下
水
道
事
業

会
計
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
的

な
生
活
支
援
の
方
策
で
対
応
し

て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
議
案
は
、
長
久
保
公
園

の
現
在
の
指
定
管
理
者
の
指
定

期
間
が
満
了
す
る
こ
と
、
ま
た

遠
藤
笹
窪
谷
公
園
に
つ
い
て
、

新
た
に
指
定
管
理
者
制
度
を
開

始
す
る
こ
と
に
伴
い
、
両
施
設

を
併
せ
て
指
定
管
理
者
と
し
て

指
定
す
る
必
要
に
よ
る
も
の
。

【
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
】

　

横
浜
市
南
区
唐
沢
15
番
地

　

横
浜
植
木
株
式
会
社

【
指
定
の
期
間
】
令
和
５
年
４

月
１
日
か
ら
８
年
３
月
31
日
ま

で
〈
主
な
質
問
と
答
弁
〉

質
問    

事
業
者
の
選
定
に
当
た

り
一
般
公
募
で
募
集
し
た
理
由

と
、
選
定
さ
れ
た
事
業
者
が
優

れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
聞
き
た

い
。

答
弁    

生
物
多
様
性
の
保
全
に

向
け
た
取
組
を
進
め
て
い
く
に

当
た
り
、
生
物
多
様
性
の
普
及

啓
発
を
目
的
と
し
た
機
能
が
新

た
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
伴
い
、

関
係
す
る
幅
広
い
分
野
の
知
識

や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
一
般
公
募
で

の
選
定
を
行
っ
た
。　　

　

今
回
選
定
さ
れ
た
事
業
者
は

生
物
多
様
性
に
関
す
る
マ
ル
チ

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
な

ど
の
項
目
に
お
い
て
、
本
市
の

生
物
多
様
性
地
域
戦
略
の
内
容

を
理
解
し
、
よ
り
具
体
的
で
将

ル【
契
約
の
相
手
方
】
藤
沢
市
土

地
開
発
公
社

【
取
得
価
格
】
８
億
１
５
２
０

万
７
９
５
９
円

【
取
得
時
期
】
令
和
５
年
１
月

４
日〈

主
な
質
問
と
答
弁
〉

質
問    

取
得
を
す
る
財
産
の
住

所
地
は
、
現
在
の
村
岡
公
民
館

の
場
所
で
は
な
い
こ
と
や
、
地

元
と
の
合
意
、
村
岡
新
駅
と
切

り
離
し
て
整
備
を
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
も
含
め
て
、
改
め
て

村
岡
公
民
館
の
再
整
備
地
が
当

該
住
所
地
と
な
っ
た
経
過
に
つ

い
て
聞
き
た
い
。

答
弁    

公
民
館
が
生
涯
学
習
の

拠
点
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
災

害
時
に
お
け
る
拠
点
本
部
と
し

て
の
機
能
に
つ
い
て
も
充
実
が

求
め
ら
れ
て
お
り
、
平
成
23
年

12
月
に
村
岡
地
域
経
営
会
議
か

ら
市
に
提
出
さ
れ
た
村
岡
公
民

館
建
て
替
え
提
言
書
の
中
で
、

現
在
の
公
民
館
が
住
宅
密
集
地

に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
、
周
辺

道
路
が
狭
隘
な
こ
と
、
駐
車
場
、

駐
輪
場
の
増
設
が
困
難
で
あ
る

こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
現
在

の
建
設
予
定
地
が
示
さ
れ
、
市

と
し
て
も
適
当
で
あ
る
と
の
見

解
を
示
し
た
。
そ
の
後
、
27
年

10
月
に
郷
土
づ
く
り
推
進
会
議

か
ら
早
期
建
て
替
え
の
要
望
書

が
提
出
さ
れ
、
市
と
し
て
も
喫

緊
の
課
題
と
し
て
認
識
し
て
い

る
旨
を
回
答
し
た
。

質
問    

村
岡
公
民
館
の
再
整
備

は
公
民
館
の
利
用
者
、
地
元
の

合
意
も
得
て
進
め
ら
れ
て
い
る

の
か
聞
き
た
い
。

答
弁    

村
岡
公
民
館
等
再
整
備

に
対
す
る
利
用
者
や
地
元
の
合

意
に
つ
い
て
は
、
村
岡
地
区
諸

団
体
の
委
員
や
公
募
委
員
に
よ

り
構
成
さ
れ
た
建
設
検
討
委
員

会
を
、
29
年
以
降
、
こ
れ
ま
で

に
18
回
開
催
し
、
協
議
さ
れ
た

内
容
に
つ
い
て
は
、
チ
ラ
シ
の

全
戸
配
布
や
地
区
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
に
掲
示
し
周
知
す
る
と
と

も
に
、
意
見
を
求
め
る
働
き
か

け
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
随

時
、
住
民
説
明
会
や
村
岡
地
区

ま
ち
づ
く
り
全
体
集
会
等
で
進

捗
状
況
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ

て
い
る
。

　

令
和
３
年
12
月
以
降
に
は
公

民
館
登
録
サ
ー
ク
ル
や
市
内
の

障
が
い
者
団
体
等
か
ら
意
見
・

要
望
を
い
た
だ
き
、
設
計
へ
反

映
す
る
な
ど
、
合
意
を
得
な
が

ら
事
業
を
進
め
て
い
る
。

　

こ
の
議
案
は
、
地
方
公
務
員

法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
地
方
公
務
員
の
定
年

が
引
き
上
げ
ら
れ
、
及
び
そ
れ

に
伴
う
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
お

い
て
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
。

【
条
例
の
主
な
内
容
】

藤
沢
市
職
員
の
定
年
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

・
題
名
を
藤
沢
市
職
員
の
定
年

等
に
関
す
る
条
例
と
改
め
る
。

（
第
１
条
）

・
新
た
な
定
年
年
齢
を
65
歳
と

す
る
。（
第
３
条
）

・
役
職
定
年
制
を
導
入
す
る
。

管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職

員
に
つ
い
て
、
管
理
監
督
職
勤

務
上
限
年
齢
で
あ
る
60
歳
に
到

達
後
、
原
則
と
し
て
管
理
監
督

職
以
外
の
職
等
へ
降
任
さ
せ
る
。

（
第
４
条
・
第
５
条
・
第
６
条
）

・
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

制
度
を
導
入
す
る
。
60
歳
に
達

新たな生涯学習拠点

利用者及び地元の合意を得て進める
村岡公民館再整備用地取得

来
性
が
あ
る
提
案
が
示
さ
れ
た

こ
と
な
ど
が
優
れ
て
い
た
点
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

質
問    

指
定
管
理
者
が
市
外
業

者
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
で
、
市
内
経
済
へ
の
影

響
が
ど
の
程
度
想
定
さ
れ
る
の

か
、
見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁    

こ
れ
ま
で
も
指
定
管
理

者
制
度
を
導
入
し
て
き
た
長
久

保
公
園
で
は
、
樹
木
等
保
守
管

理
業
務
や
清
掃
業
務
等
、
運
営

業
務
の
一
部
を
再
委
託
に
よ
り

市
内
業
者
が
担
っ
て
き
た
経
緯

が
あ
る
。
次
期
指
定
管
理
者
は

市
外
業
者
へ
と
変
更
さ
れ
る
予

定
だ
が
、
公
募
の
際
、
審
査
項

目
に
市
内
経
済
へ
の
活
性
化
の

配
慮
か
ら
、
市
内
業
者
の
活
用

を
評
価
の
一
つ
に
掲
げ
て
い
る
。 

　

提
出
さ
れ
た
事
業
計
画
書
で

は
、
植
物
管
理
等
に
お
い
て
、

地
域
経
済
の
活
性
化
の
観
点
か

ら
、
で
き
る
限
り
市
内
業
者
へ

再
委
託
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

し
た
日
以
後
に
退
職
し
た
職
員

に
つ
い
て
、
従
前
の
勤
務
実
績

等
に
基
づ
く
選
考
の
方
法
に
よ

り
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
で

き
る
。（
第
７
条
）

・
定
年
引
上
げ
が
完
成
す
る
ま

で
の
間
、
定
年
を
２
年
に
１
歳

ず
つ
引
き
上
げ
、
職
員
が
年
齢

59
歳
に
達
す
る
年
度
に
、
そ
の

職
員
が
60
歳
に
達
す
る
年
度
以

後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与

等
の
情
報
を
提
供
し
、
勤
務
意

思
の
確
認
に
努
め
る
。（
附
則
）

藤
沢
市
一
般
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

・
60
歳
を
超
え
る
職
員
の
昇
給
、

及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
の
給
料
月
額
に
つ
い
て

定
め
る
。（
第
４
条
）

・
職
員
が
60
歳
に
達
し
た
日
後

に
お
け
る
最
初
の
４
月
１
日
以

後
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る

給
料
月
額
の
う
ち
、
当
該
職
員

の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に

１
０
０
分
の
70
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。（
附
則
）

藤
沢
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

・
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す

る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る

特
例
の
適
用
を
、
定
年
引
き
上

げ
後
に
お
い
て
も
、
現
行
と
同

様
に
45
歳
以
上
と
す
る
。（
第

５
条
の
３
）

【
施
行
日
】令
和
５
年
４
月
１
日

LINE登録方法
①左のQRコードから藤 
　沢市公式LINEを追加
②「受信設定」をタップ
③「アンケートに回答」
　をタップ
④アンケートの「市議会」
　にチェックをし「確認」
　をタップ

　

藤
沢
市
議
会
で
は
、

市
民
の
皆
様
に
い
ち
早

く
情
報
を
お
届
け
す
る

た
め
、
藤
沢
市
公
式
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
情
報
配
信

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

議
会
だ
よ
り
の
最
新

号
や
、
定
例
会
の
日
程

等
を
お
知
ら
せ
し
て
い

ま
す
の
で
御
覧
く
だ
さ

い
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し

藤
沢
市
議
会
の

情
報
を
発
信

お
り
、
次
年
度
以
降
の
市
内
経

済
へ
の
影
響
は
、
大
き
く
変
わ

ら
な
い
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。
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○
藤
沢
市
下
水
道
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

○
財
産
の
取
得
に
つ
い
て（
村

岡
公
民
館
等
再
整
備
用
地
）

○
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て（
長
久
保
公
園（
長
久
保
公
園

都
市
緑
化
植
物
園
）及
び
遠
藤

笹
窪
谷
公
園
）

○
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て


